
修正箇所一覧 

◆資料１・・・令和７年富里市地域公共交通会議事業報告（案） 

 修正内容 

【会議内容】として掲載していた内容を、〈協議事項〉・〈報告事項〉に細分し掲載 

修正前 修正後 

【会議事項】 

 ■ 

 ■ 

 ■ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

【会議事項】 

〈協議事項〉 

 ■ 

 ■ 

〈報告事項〉 

 ■ 

  ■ 

 

◆資料２・・・富里市地域公共交通計画の策定について 

 修正内容 

４ページ：「富里市の方向性」の文言修正 

修正前 修正後 

■富里市の方向性 

少子高齢化や公共交通が不便なことに

起因する人口流出の抑止、今後想定され

る観光客への対応等を総合的に考え、富

里市地域公共交通計画の策定を進めま

す。 

～省略～ 

■策定に関する基本的な考え方 

少子高齢化や公共交通が不便なことに

起因する人口流出の抑止、地域公共交通

を担う運転手不足などの社会情勢や今

後想定される観光客への対応等を総合

的に考え、富里市地域公共交通計画の策

定を進めます。 

 ～省略～ 

 

◆資料４・・・富里市地域公共交通計画策定業務仕様書（案) 

 修正内容 

４ページ：（１１）成果品の提出－②成果品の提出期限について、計画素案・計画案

の提出の目安時期を追記 

修正前 修正後 

（１１）成果品の提出 

  ①～省略～ 

  ②成果品の提出期限 

   令和９年３月３１日（水） 

（１１）計画骨子案・計画素案・計画案の 

提出期限 

  ①計画骨子案 

    令和８年７月３１日(金) 

  ②計画素案 

    令和８年１０月１９日(月) 

  ③計画案 

    令和９年２月１０日(水) 

（１２）成果品(計画書)の提出 

  ①～省略～ 

  ②成果品の提出期限 

   令和９年３月３１日（水） 

 



◆資料５・・・「富里市地域公共交通計画策定業務」委託事業者先手委員会設置要綱 

 修正内容 

１ページ：委員が欠席となる場合の代理者の扱いについて第６条に明記 

修正前 修正後 

（組織） 

第４条 委員会は委員長及び委員で構成

し、それぞれ別表に掲げる者を充てる。 

第５条 ～省略～ 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集

し、その議長となる。 

２ 委員会は，委員の過半数の出席によ

って成立する。 

３ 委員長は特に必要があると認めると

きは、会議に委員以外の者の出席を求

め、その意見を求めることができる。 

 

 

 

 

 

（組織） 

第４条 委員会は委員長及び委員で構成

し、それぞれ別表に掲げる者を充てる。 

第５条 ～省略～ 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集

し、その議長となる。 

２ 委員会は，委員の過半数の出席によ

って成立する。 

３ 委員が欠席となる場合には、所属す

る団体等から代理者を指名し、その職

務を代理する。 

４ 委員長は特に必要があると認めると

きは、会議に委員以外の者の出席を求

め、その意見を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


